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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
職
員
の
自
殺
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
御
指
摘
の
期
間
に
お
け
る
外
務
省
職
員
の
自
殺
者
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
が

在
外
職
員
一
人
、
平
成
五
年
度
が
国
内
職
員
一
人
、
平
成
六
年
度
が
国
内
職
員
一
人
、
平
成
八
年
度
が
国
内
職
員
一
人
及
び

在
外
職
員
二
人
、
平
成
十
二
年
度
が
在
外
職
員
一
人
並
び
に
平
成
十
六
年
度
が
在
外
職
員
一
人
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

ふ

一
般
に
、
外
務
省
職
員
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
の
事
実
は
、
訃
報
等
に
よ
っ
て
他
の
職
員
に
告
知
さ
れ
る
。

外
務
省
が
職
員
の
死
亡
の
事
実
に
つ
き
外
部
か
ら
照
会
を
受
け
た
場
合
に
は
、
遺
族
の
意
向
を
確
認
し
、
承
諾
を
得
た
事
柄

に
つ
い
て
回
答
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
自
殺
者
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
の
一
人
を

除
き
、
そ
の
死
亡
の
事
実
が
訃
報
等
に
よ
っ
て
他
の
職
員
に
告
知
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

一



外
務
省
は
、
職
員
の
心
の
健
康
づ
く
り
に
努
め
て
お
り
、
職
員
か
ら
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
る
ほ
か
、
管
理
職
職
員
等

を
対
象
と
し
た
心
の
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る
。
外
務
省
職
員
の
自
殺
者
数
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い

て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
監
察
査
察
担
当
参
事
官
の
上
海
出
張
時
に
は
、在
上
海
総
領
事
館
の
す
べ
て
の
館
員
と
の
面
接
等
が
行
わ
れ
た
。

面
接
の
目
的
に
は
、
在
上
海
総
領
事
館
の
館
員
の
死
亡
の
よ
う
な
事
案
の
再
発
防
止
が
含
ま
れ
て
い
る
。 二


